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町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す

る条例 

町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和５７年６月町

田市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（通則） （通則） 

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。以下「職員」という。）

の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法については、特別の定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによ

る。 

（費用弁償） 

第４条 略 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

日当、宿泊料、食卓料、支度料、渡航手数料

及び死亡手当とし、その額は、町田市一般職

の職員の旅費に関する条例（昭和３５年１０

月町田市条例第２２号。以下「旅費条例」と

いう。）の規定により、主事の職員が受ける

べき額に相当する額とする。 

３～５ 略 

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。以下「職員」という。）

の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法については、特別の定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによ

る。 

（費用弁償） 

第４条 略 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、支度料、

渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、町

田市一般職の職員の旅費に関する条例（昭和

３５年１０月町田市条例第２２号。以下「旅

費条例」という。）の規定により、主事の職

員が受けるべき額に相当する額とする。 

３～５ 略  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に出発

する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。 
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